
 

 

 

平成22年7月14日 

各 位 

会 社 名 株式会社大盛工業 

代表者名 代表取締役社長 佐藤 進助 

 （コード１８４４ 東証第二部） 

問合せ先 専務取締役 八木橋 勝司 

 （TEL．０３－３６２７－３２２１） 

 

 

第三者割当により発行される株式の募集（デット・エクイティ・スワップ）、 

筆頭株主及び主要株主の異動並びに債務免除による金融支援に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成22年7月14日開催の取締役会において、以下のとおり、現物出資（デット・エクイティ・ス

ワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

また、当該第三者割当増資に伴い、筆頭株主及び主要株主の異動並びに債務免除による金融支援が生じます

ので併せてお知らせいたします。 

 

 

Ⅰ. 第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ） 

 

１．募集の概要 

 

（１） 発 行 期 日 平成22年7月31日 

（２） 発 行 新 株 式 数 16,890,000株 

（３） 発 行 価 額 1株につき14円 

（４） 調 達 資 金 の 額 236,460,000円 

（５） 募集又は割当方法 

（ 割 当 先 ） 

Brighton Invest Corp.（以下「ブライトン・インベスト・コープ」又は

「割当先」といいます。）に対する第三者割当増資 

（６） 

そ の 他 

当社は、平成22年8月上旬開催予定の当社臨時株主総会に係る基準日以

後に新株式を取得する予定であるブライトン・インベスト・コープの要請

もあり、また、当社といたしましても、直近の株主の状況を反映した株主

総会が適当であると判断し会社法第124条第4項に基づき、平成22年8

月上旬開催予定の当社臨時株主総会における新株式に係る議決権をブライ

トン・インベスト・コープに付与する予定であります。 

 

２．募集の目的及び理由 

 当社の所属しております建設業界は、長年の公共投資削減、民間設備投資の減速、落札価格の低価格

化などの要因により、大手建設会社を含めて非常に厳しく、景気回復の見通しも容易にはたたない状況

が続いております。このような業界事情を踏まえて、当社が今後収益の改善を目指していくうえでは、

公共投資削減の傾向のなかで減少しつつある公共工事の入札案件において、受注機会の継続的な維持又

は拡大を図る積極的な努力を行っていくことが必要であります。当社は官庁工事の上・下水道工事を主

力事業としておりますので、公共工事の受注機会の安定的な獲得を図るためには、できるだけ早期に債

務の圧縮を通して財務体質の強化を図り、当社の信用力の維持・強化を図っていくことが激しさを増す

受注競争において生き残っていくための重要な課題となっております。 
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このような観点から当社は、従来から様々な機会を通じて、借入金の早期の一部返済、借入条件変更

や手元資金の流出を抑えた手法による債務の返済を目指し、当社の各債権者と債務の圧縮について継続

的に折衝して参りました。 

 そして、この度、割当先であるブライトン・インベスト・コープと貸付債権の元本の一部免除及び未

払利息の免除を通じての金融支援と債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）を通じた債務の弁

済についての協議が成立いたしました。 

 割当先は、現在、当社の借入金の総額の約 42％にあたる大口債権者であります。今回の貸付債権の元

本の一部免除及び未払利息の免除を通じての金融支援と債務の株式化（デット・エクイティ・スワッ

プ）を通じた債務の弁済により、当社は、受注工事の工期中支払いが必要となる諸費用に充てるべき資

金等を流出させることなく、本年 7 月に終了する本事業年度中に大幅に債務圧縮を実現することができ

ます。その結果、本年 8 月から開始する新事業年度において、激しさを増す公共工事の受注獲得競争に

生き残り、当社の成長あるいは収益改善を図る上で欠かせない受注の獲得を目指すものであります。 

 一方、当社の工事施工能力に目を向けますと、当社はこれまでに培って参りましたノウハウと実績に

より、上・下水道工事施工においては大手建設会社に勝るとも劣らない技術力を有しております。その

一例といたしましては、上水道工事におきまして、旧い水道管の中に新しい管を引く工法であります

「パイプ・イン・パイプ工法」に関するパイプ搬送システムの新工法であります「ピカルス工法」を開

発し特許を取得いたしました。現在、東京都水道局より受注した工事をこの工法を使って施工中であり、

東京都水道局より施工現場の見学会を要望されるなど業界でも非常に脚光を浴びており、今後は、当社

工法の優位性が広く認知され、当社といたしましても、同工法による水道工事案件の受注が大いに期待

されるところであります。また、当該「ピカルス工法」は、作業能率の向上と原価低減に非常に有効な

工法であるため、当社事業の利益率改善に貢献しております。具体的に申しますと、平成 21 年度の建設

事業の売上総利益率が 2.6％であったのに対し、平成 22 年度第 3 四半期累計期間（当期）の売上総利益

率は同工法による利益率の改善等により、10.6％となっており、特に第 3 四半期会計期間におきまして

は 16.7％となっております。したがいまして当社といたしましては、上記のような当社の技術力を背景

に受注を確保できれば、必要水準の利益の確保は十分可能であり、それにより企業収益の改善を図れる

ものと考えております。また、当社は、工事施工時の安全管理には細心の注意を払っており、工事施工

時の無災害時間として無災害記録 180 万時間を達成し、厚生労働省より表彰を受けており、工事施工に

対する安全管理面において高い評価を受けております。これらのことを背景に、当社といたしましては、

当社の技術力・ノウハウ・実績をもってすれば、現在の厳しい建設業界の中にあっても、充分生き残り

は可能であり、さらに進んで、民間事業分野への積極的な進出も可能と考えております。 

 今回、第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）を企図いたしました目的は、

上記の理由から、手元資金の流出を抑えつつ債務圧縮を早期に実現し、当社の信用力の維持強化を目指

したことによるものであります。以上のことから、早急かつ確実に有利子負債の圧縮及び自己資本比率

の向上を両立する今回の新株式の発行（デット・エクイティ・スワップ）は、現時点で最良かつ最適な

選択であると考えております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

発行価額総額 236,460,000円 

発行費用概算額  6,000,000円 

差引手取概算額 230,460,000円 

 なお、今回の増資は、当社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によるも

のであるため、本新株式発行日に払い込まれる予定の金銭はありません。 

 発行価額総額である金 236,460,000 円の当社借入債務が減少することになります。また、今回の新株

式の発行を条件として、割当先が当社に対して保有する上記貸付債権のうち 26,000,000 円及び未払経過

利息は割当先が債権放棄する予定です。併せて元本金額のうち金 103,256 円の返済を行うことにより、

割当先が当社に対して有する金銭債権全額が消滅いたします。 
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（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

 今回の増資は、当社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によるものであ

り、資金の調達がないため資金使途及び支出予定はございません。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

 今回の増資は、当社に対する金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）によるものであ

り、金銭出資による新たな資金調達はありませんが、本件増資を実施することにより、有利子負債の圧

縮及び自己資本比率の向上による財務体質の強化を図ることができ、企業価値の向上に資するものと判

断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）発行価額の算定根拠 

 発行価額につきましては、取締役会決議日の直前取引日（平成 22 年 7 月 13 日）の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値 15 円、直前 1か月間の終値の平均価額（14.32 円）、直前

3 か月間の終値の平均価額（14.48 円）及び直前 6 か月間の終値の平均価額（14.21 円）を基準にし、割

当先と協議の上、14 円といたしました。発行価額は、かかる終値及び上記各平均価額と比較して、大き

く下回る水準でないことから、合理的であると考えます。 

 また、発行価額は、取締役会決議日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値からのディスカウ

ント率 6.67％、直前 1 か月間の終値の平均価額からのディスカウント率 2.24％、直前 3 か月間の終値の

平均価額からのディスカウント率 3.32％、直前 6 か月間の終値の平均価額からのディスカウント率

1.48％となります。 

 かかる基準は、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平成 22 年 4 月 1 日制定）

にも沿っているものであります。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

 当社が割当先に対して割り当てる新株式数は 16,890,000 株（議決権数 168,900 個）であり、平成 22

年 1 月 31 日現在の発行済株式総数 77,527,498 株（総議決権数 774,759 個）に対して、21.79％の割合

（議決権における割合21.80％）に上り、一定程度の株式の希薄化が生じることは否めません。 

 しかし、今回のデット・エクイティ・スワップは、当社の負債圧縮に伴う自己資本比率の改善、財務

体質の改善、経営基盤の増強、企業価値の増大を図ることを目的としたものであるため、発行数量及び

株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。 

 是非とも、既存株主様のご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

６．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

（１） 名 称 
ブライトン・インベスト・コープ 

（Brighton Invest Corp.） 

（２） 所 在 地 PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS  

（３） 設 立 根 拠 等 The laws of the British Virgin Islands 

（４） 組 成 目 的 
世界各地の企業の株式の所有等による投資を行うため組成されたもので

す。 

（５） 組 成 日 平成15年5月7日 

（６） 出 資 の 総 額 US$ 10,000 

（７） 
出資者・出資比率 

・ 出 資 者 の 概 要 

１．50.00％ Waves End Limited 

２．50.00％ Cornerways Limited 

Waves End Limited 及び Cornerways Limited は、Credit Suisse Group 

AG（ニューヨーク証券取引所及びスイス証券取引所に上場しておりま
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す。）の完全ひ孫会社に該当します（Credit Suisse Group AG は、Credit 

Suisse Trust Ltd. Zurich を完全子会社とし、Credit Suisse Trust AG 

Vaduz を完全孫会社としております。また、Credit Suisse Trust AG 

Vaduz は、Waves End Limited 及び Cornerways Limited の完全親会社であ

ります。）。 

（８） 業務執行組合員の概要 

名 称 Verduro Associated Ltd.  

所 在 地 P.O. Box 3149 Pasea Estate, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

ただし、Verduro Associated Ltd.の業務に係る実際の

決定については、Verduro Associated Ltd.の間接的な

完全親会社であるCredit Suisse Trust AG Vaduzの本

店所在地であるPradafant 21,Postfach 1215, FL-9490 

Vaduz Liechtensteinにおいて行われております。 

代 表 者 の

役 職 ・ 氏 名

Mr Jürg Baumann （取締役） 

Mr Niko Grammenidis （取締役） 

Ms Daniela Hoch （取締役） 

Ms Marion Lampert （取締役） 

Mr Yves Müller （取締役） 

Mr Christoph Nutt （取締役） 

Ms Brigitte Rachbauer （取締役） 

Ms Athena Ratti （取締役） 

Ms Daniel Remm （取締役） 

Mr Edgar Schmid （取締役） 

Ms Therese Schmitter （取締役） 

Mr Ioannis Sourlis （取締役） 

Ms Monika Stahl （取締役） 

Ms Denise Vogt Martinelli （取締役） 

Verduro Associated Ltd.の業務に係る決定は、上記14

名の取締役のうち少なくとも2名の取締役により決議さ

れることを必要とします。 

なお、上記 14 名の取締役は、いずれも Verduro 

Associated Ltd.の間接的な完全親会社である Credit 

Suisse Trust AG Vaduz 又はその完全親会社である

Credit Suisse Trust Ltd. Zurich の役員及び従業員で

あります。 

事 業 内 容 Verduro Associated Ltd.は、ブライトン・インベス

ト・コープをはじめとするオフショア投資を行うために

設立・組成された会社及びファンドの運営を行うことを

事業の内容としております。 

資 本 金 US$ 10,000 

（９） 国内代理人の概要 

名 称 常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行 

所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 

代 表 者 の

役 職 ・ 氏 名
頭取 永易 克典 

事 業 内 容 銀行業 

資 本 金 1,196,295,000,000円 
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（10） 

上 場 会 社 と 当 該 

ファンド・業務執行組

合員・国内代理人 

と の 間 の 関 係 

上 場 会 社 と

当該ファンド

との間の関係

割当先は、当社の議決権の 7.68％に相当する株式（所有

株式数 5,950,000 株）を保有しております。また、当社

に対し、262,563,256円の金銭債権を有しております。 

なお、当社との間で、本件第三者割当増資の実施に係る

契約以外に、特筆すべき契約関係はありません。 

上場会社と業

務執行組合員

との間の関係

当社と割当先の業務執行組合員との間には、資本関係・

人的関係・取引関係その他特筆すべき関係はありませ

ん。 

上 場 会 社 と

国 内 代 理 人

との間の関係

当社と割当先の国内常任代理人との間には、資本関係・

人的関係・取引関係その他特筆すべき関係はありませ

ん。 

 

※ なお、当社の把握する限りにおいて、割当先、割当先の業務執行組合員又は主な出資者が暴力団等とは

一切関係がないことを確認しており、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 402 条第 1

号、施行規則第 417 条第 1 号 g 等に定める「割当を受ける者と反社会的勢力との関係がないことを示す

確認書」を株式会社東京証券取引所に提出しております。 

 割当先が当社に対して有する株券について、株主として権利行使を行う権限等を実質的に有する者は、

割当先の業務執行組合員である Verduro Associated Ltd.の各取締役であります。Verduro Associated 

Ltd.の業務に係る決定は、その 14 名の取締役のうち少なくとも 2 名の取締役により決議されることを必

要といたします。当該各取締役は、かかる決議に基づき、割当先の業務の運営を行う全面的な権限を有

しております。すなわち、割当先の組織としての意思決定は、割当先の業務執行組合員としての Verduro 

Associated Ltd.が単独で決定することにより成立し、この Verduro Associated Ltd.の組織としての意

思決定は、Verduro Associated Ltd.の各取締役のうち 2 名が署名することにより成立することになりま

す。 

 そして、Verduro Associated Ltd.の各取締役は、すべて同社及び割当先の間接的な完全親会社である

Credit Suisse Trust AG Vaduz 又はその完全親会社である Credit Suisse Trust Ltd. Zurich の役員・

従業員であり、Verduro Associated Ltd.及び割当先の業務に係る決定は、すべて Credit Suisse Trust 

AG Vaduz 又はその完全親会社である Credit Suisse Trust Ltd. Zurich の事務所において行われており

ます。 

 そこで、当社は、Credit Suisse Trust Ltd. Zurich の「マネーロンダリング防止プログラムに関する

声明」の写しを受領し、同書には割当先にはマネーロンダリング防止プログラムが一貫して適用されて

きている旨記載されていることを確認いたしました。 

 さらに、割当先の業務執行権限を有する Verduro Associated Ltd.の親会社であり、上記 Credit 

Suisse Trust Ltd. Zurich の子会社にあたる Credit Suisse Trust AG Vaduz につき、リヒテンシュタイ

ンの金融市場監督局（Financial Market Authority Liechtenstein）により発行された、同社が、マ

ネーロンダリング、組織的犯罪及びテロリストの資金調達を防止するための専門的デューデリジェンス

に関する法律（Due Diligence Act:DDA）並びに関連法令（Due Diligence Ordinance:DDO）に服してい

る旨等を確認する文書の写しを受領いたしました。当該文書によれば、Credit Suisse Trust AG Vaduz

は取引先や受益者の身元確認及びその検証、取引先の業務関係のモニタリング、不審な活動を察知した

場合の調査・管轄当局への報告等に係る義務を負担しており、DDA 及び DDO を遵守しなければならない旨

明記されております。 
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（２）割当先を選定した理由 

 前述のとおり、当社は、従来から様々な機会を通じて、借入金の早期の一部返済、借入条件変更や手

元資金の流出を抑えた手法による債務の返済を目指し、当社の各債権者と債務の圧縮について継続的に

折衝して参りましたが、当社の債権者である借入先は、信用金庫 2 社、信用組合 1 社、及び当社の株主

であるブライトン・インベスト・コープの 4 社であります。当社は、これらの債権者に対して、昨年の 6

月から 7 月にかけて交渉を行い、債務の一部を現金で返済し、一部を債務免除いただき、残りの債務を

株式化（デット・エクイティ・スワップ）するという内容の提案をいたしましたが、残念ながら、各債

権者の同意が得られず、昨年時点では債務の圧縮を達成することはできませんでした。当社といたしま

しては、債務の圧縮は引き続き経営課題であることから、上記債権者に対して本年 6 月から 7 月にかけ

て、従前の提案を一部修正して債権者が受け入れやすい内容に改め、再度、提案いたしました。 

提案を受けた債権者のうち信用金庫 2 社、信用組合 1 社については、金融機関としての 3 社統一の足

並みが揃わず、結論的には、当社の提案を受け入れていただけませんでしたが、ブライトン・インベス

ト・コープは、当社が提案した債務免除の額を減額することを条件に、当社提案に基本的に応じていた

だけることになりました。 

 このような経緯を経て、割当先であるブライトン・インベスト・コープと貸付債権の元本の一部免除

及び未払利息の免除を通じての金融支援と債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）を通じた債

務の弁済についての協議が成立いたしました。 

 割当先は、平成 15 年 7 月にも当社に対する貸付債権の一部 6 億 200 万円について当社普通株式及び優

先株式の発行の払込金に現物出資する方式で債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）、貸付債権

の一部債権放棄及び未払利息の免除を通じて当社の債務圧縮に協力していただいた経緯がございます。 

 当社はその後も債務の圧縮を図るべく、1 年以上前から割当先と債務圧縮についての協議を重ねて参り

ました。割当先は、すでに当社株式の 8％弱の持株比率を有する当社第 2 位の株主であるとともに、現在、

当社に 262,563,256 円の金銭債権を有しております。（当該債権の弁済期日は、当初は本年 2 月 28 日で

あったものを割当先と交渉を行い、本年 2 月 25 日付で弁済期日の 1 年間の延長契約を締結し、現在の弁

済期日は平成 23 年 2 月 28 日になっております。）当該金銭債権の主たる部分について現物出資し、割当

先による債権放棄、弁済の組み合わせによって当該金銭債権全額を消滅させることにより、当社の有利

子負債を圧縮し自己資本比率の向上を図れることから、割当先に対して割当を実施することといたしま

した。 

 

（３）割当先の保有方針 

 割当先とは、保有方針に関して特段の取り決めはありませんが、長期保有の意向である旨を割当先よ

り聞いております。なお、当社は割当先から、本件新株式について、払込期日から 2 年間以内にその全

部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式

会社東京証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することの確約

を得る予定であります。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

 現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法によるため、払込みに要する財産の確実性につい

ては問題ございません。 
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７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成22年1月31日現在） 募 集 後 

ウイン ベース テクノロジイス 

（常任代理人  雨宮英明法律事務所） 
13.43％

ブライトン・インベスト・コープ 

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行） 

24.19％

ブライトン・インベスト・コープ 

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行） 

7.67％
ウイン ベース テクノロジイス 

（常任代理人  雨宮英明法律事務所） 
11.03％

有限会社大同商事 4.90％ 有限会社大同商事 4.02％

株式会社総合企画 3.16％ 株式会社総合企画 2.59％

有限会社広栄企画 2.95％ 有限会社広栄企画 2.42％

株式会社ウィークリーセンター 2.84％ 長谷川 外次  1.68％

スモークシグナル株式会社 2.77％ 株式会社ワイピア 1.64％

長谷川 外次  2.04％ 株式会社ウィークリーセンター ＊1.49％

株式会社ワイピア 1.99％ スモークシグナル株式会社 ＊1.21％

有限会社オフィスケーエム 0.69％ 有限会社オフィスケーエム 0.56％

 ＊ 株式会社ウィークリーセンター及びスモークシグナル株式会社の持株数に関しては、両社が株式

会社ワイピアと共同で平成 22 年 6 月 17 日に関東財務局長に提出した変更報告書により、株式会

社ウィークリーセンターについては 800,000 株、スモークシグナル株式会社については 1,011,000

株、各々持株数が減少していることを確認しておりますので、減少後の持株数を基に持株比率を

計算しております。 

 

８．今後の見通し 

 割当先による当社に対する債務免除により、平成 22 年 7 月期において特別利益として元本 26,000,000

円及び未払経過利息3,109,702円の合計29,109,702円が発生する予定であります。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

 今回の増資は、希薄化率が 25％以下であり、かつ支配株主の異動を伴うものではないことから、株式

会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見の入手及び株主

の意思確認は要しません。 

 

10．最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近3年間の業績（単体）（単位：千円） 

決 算 期 平成19年7月期 平成20年7月期 平成21年7月期 

売 上 高 3,708,845 2,516,833 2,755,113

営 業 利 益 107,058 △140,480 △337,351

経 常 利 益 96,440 △107,579 △319,103

当 期 純 利 益 △1,986 △199,193 △497,598

1 株当たり当期純利益（円） △0.03 △2.57 △6.42

1 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） － － －

1 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 31.70 28.89 22.70

（注）平成17年7月期より連結対象の子会社がなくなったため、連結財務諸表を作成しておりません。 
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（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成22年7月14日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 77,527,498株 100％

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
1,838,000株 2.37％

（注）上記潜在株式数は、平成 17 年 10 月 27 日開催の定時株主総会決議に基づき発行されたストックオ

プションの残高であります。 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近3年間の状況 

 平成19年7月期 平成20年7月期 平成21年7月期 

始  値 44円 30円 22円

高  値 54円 30円 28円

安  値 19円 11円 7円

終  値 29円 22円 19円

 

② 最近6か月間の状況 

 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

始  値 16円 14円 14円 15円 13円 15円

高  値 16円 15円 17円 16円 16円 16円

安  値 14円 11円 14円 13円 13円 14円

終  値 14円 14円 15円 14円 15円 15円

 

③ 発行決議日の前営業日における株価 

 平成22年7月13日 

始  値 15円

高  値 16円

安  値 14円

終  値 15円

 

（４）最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 該当事項はありません。 

 

11．発行要領 

 

（１）発行新株式数 普通株式 16,890,000株 

 

（２）発行価額 1株当り14円 

  

（３）発行価額の総額 236,460,000円 

 上記総額については、下記（９）の要領による現物出資（デッ

ト・エクイティ・スワップ）の払込みの方法をとるものとする。 

 

（４）増加する資本金の額 1株につき金7円 

 

（５）増加する資本準備金の額 1株につき金7円 
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（６）募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 

 

（７）払込期日 平成22年7月31日（土曜日） 

 

（８）割当先及び割当株式数 ブライトン・インベスト・コープ 16,890,000株 

 

 

（９）現物出資財産の内容 ブライトン・インベスト・コープが当社に対して有し、今回の

デット・エクイティ・スワップが成立することを条件に、当社が

当該デット・エクイティ・スワップによる払込みに先立って、期

限の利益を放棄する金銭債権236,460,000円 

会社法第207条第9項第5号の規定により、割当新株式の増資に

おける現物出資には検査役の調査は不要となります。 

 

（10）その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を

条件とする。 

 

 

Ⅱ.  主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動 

 

１．異動が生じた経緯 

 今回の第三者割当増資により、筆頭株主及び主要株主の異動が生じる予定であります。 

 

２. 新たに当社の主要株主である筆頭株主になる株主の概要 

 

（１）当該株主の名称等 

名   称  ブライトン・インベスト・コープ （Brighton Invest Corp.） 

所 在 地  PASEA ESTATE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS 

 

（２）異動前後における当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異  動  前 

（平成22年1月31日現在） 

59,500個 

（5,950,000株） 
7.68％ 第2位 

異  動  後 
228,400個 

（22,840,000株） 
24.20％ 第1位 

＊議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 51,598株  

平成22年1月31日現在の発行済株式総数 77,527,498株 

  

なお、新たに当社の主要株主である筆頭株主になる株主は、株式会社東京証券取引所の定める有価証

券上場規程第42条の2に規定する支配株主等には該当いたしません。 
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３. 筆頭株主に該当しないこととなる主要株主の概要 

 

（１）当該株主の名称等 

名   称      ウイン ベース テクノロジイス（WIN BASE TECHNOLOGIES LTD．） 

所 在 地     SUITE 1201,12F,TOWER 2,THE GATEWAY,25 CANTON ROAD, TSUMSHATSUI, KOWLOON, 

 HONG KONG 

代 表 者     エディー・チャン（EDDI CHAN） 

事 業 内 容         機械技術の設計及びコンサルティング 

 

（２）異動前後における当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異  動  前 

（平成22年1月31日現在） 

104,150個 

（10,415,000株） 
13.44％ 第1位 

異  動  後 
104,150個 

（10,415,000株） 
11.04％ 第2位 

  ＊議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 51,598株 

平成22年1月31日現在の発行済株式総数 77,527,498株 

 

４. 異動年月日 

 当社は、平成22年7月31日を払込期日として決議しており、会社法第209条第2号の規定により同

日をもって株主となるため、同日が異動年月日となります。 

 

５. 今後の見通し 

 今回の主要株主及び筆頭株主の異動により業績に与える影響はございません。 

 

 

Ⅲ． 債務免除による金融支援 

 

１．金融支援を受けるに至った経緯 

 当社は、財務体質を改善するため、有利子負債の圧縮に向けて当社の債権者と交渉して参りましたが、

今回、当社の債権者であるブライトン・インベスト・コープ （Brighton Invest Corp.）との間で第三

者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の引受及び債務免除による経営支援につき合意

に至りました。なお、債務免除は、平成22年7月31日に受ける予定であります。 

 

２．債務の総額  1,474,626,142円（平成21年7月31日現在） 

 

３．債務免除の概要 

  借入先             ブライトン・インベスト・コープ （Brighton Invest Corp.） 

免除を受ける債務の内容及び金額 ブライトン・インベスト・コープ （Brighton Invest Corp.）が当

社に対して有する貸付債権 262,563,256円の約9.90％に相当する

26,000,000円及び当該貸付債権についての未払経過利息 

 

４．今後の見通し 

 平成22年7月期において、本件により特別利益として元本26,000,000円及び未払経過利息3,109,702

円の合計29,109,702円が発生する予定であります。 
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５．最近事業年度の末日（平成21年7月31日現在）の債務の総額に対する割合 

 

債務免除の額 29,109,702円 

最近事業年度の末日（平成21年7月31日現在）の債

務の総額 
1,474,626,142円 

最近事業年度の末日（平成22年7月31日現在）の債

務の総額に対する債務免除額の割合 
1.97％ 

（注） 債務の総額とは、貸借対照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものであります。 

 

以 上 


